
大口町告示第３６号 

 

 大口町地域包括センター指定介護予防支援事業所運営に関する要綱の一部を改正

する要綱を次のように定める。 

 

  平成３１年３月２７日 

 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博   



 

大口町地域包括センター指定介護予防支援事業所運営に関する要綱 

の一部を改正する要綱 

 

大口町地域包括センター指定介護予防支援事業所運営に関する要綱（平成１８年

大口町告示第４４号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「大口町地域包括支援センター設置及び運営に関する要綱（平成１８年

大口町告示第４３号）第４条第５号」を「大口町地域包括支援センター運営事業実

施要綱（平成２６年大口町告示第２４号）第５条第３号」に改める。 

第６条第２号中「午後５時３０分」を「午後５時１５分」に改める。 

第１０条中「あらかじめ本人から個人情報を目的の範囲内で利用する旨の了解を

得ておくものとする。」を「サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用

いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同

意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。」に改める。 

   附 則 

この要綱は、告示の日から施行する。 
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